
貸室利用料変更のお知らせ
高知市勤労者交流館では、
令和８年４月１日（水）から利用料金と申込期間が変更となります。

【変更のポイント】
近年の運営コストの変化を踏まえて変更します。また、利用しやすいルールに変更します。

会議室・研修室・和室・体育室冷暖房料金は、料金引下げ
体育室は、料金引上げ
利用申請受付開始日を3ヵ月前に変更（団体や利用目的によって異なっていたものを統一）

※営利目的の利用、2,000円（税抜）以上の入場料または会費を徴収する場合、利用料は「倍額」となります。

高知市勤労者交流館
【指定管理者】
公益財団法人 高知勤労者福祉サービスセンター

  〒781-0802 高知市丸池町１番１－１４号
：088-883-2244 FAX：088-880-0027お問い合わせ先

新料金の適用時期について 【重要】

申請書が届いた時点の料金を適用します。

（令和８年３月31日までに申請した場合は、旧料金）

実際に利用する日の料金を適用します。

（令和８年４月１日以降の利用は、新料金）

※料金の適用は利用者に有利となるよう、引上げは「申請日」、引下げは「利用日」の料金となります。

料金引上げとなる施設 料金引下げとなる施設

体育室 会議室・研修室・和室

【時間帯】午前：9-12時、午後：13-17時、夜間：17-21時

利用申請受付開始日の変更について

利用日の属する月の２か月前の１日から申込可

例：6月1日～30日利用分 → 4月1日から予約可能

2026年３月まで 2026年4月から

利用日の属する月の３か月前の１日から申込可

例：7月1日～31日利用分 → 4月1日から予約可能
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